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要旨　「福祉」という言葉について、身近な場面での使用例から、新聞やテレビのマス ・メディア

での使用例を取 り上げ、その「福祉」という言葉の示 していると思われる意味内容を考える。
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　 はじめに

　 マス・メディアを代表 として、多 くの場面で、「福祉」という言葉が登場する。そうした場合の「福

祉」という言葉は、より具体的には、 どのような内容を表しているのか、それを考えるのが、本

稿の趣旨である。

　 多 くの場面、つまり多 くで頻繁に使用 されているが、「福祉」という言葉は、多様な内容をそ

の意味 として持っているからである。話 し手、書き手によって、意味内容が違い、時には、話 し手、

書 き手の使 う「福祉」という言葉の意味と、受け手の「福祉」の言葉で受け取る意味内容が異なり、

受け手の側に誤解を生むことがあり、時には、あえて受け手に誤解を与えてもいいとしての使わ

れ方が、話 し手や書き手によって行われるか らである。

　 そして、その誤った受け取 りの意味をもとに、受け手が行動 して しまうことも出てくるか らで

ある。受け手が少 しでも誤った行動を取らないようにしたいという思いが本稿を発表する意図の

なかにある。

1　身近な使用例から

　私の雇用主である公立大学法人名古屋市立大学の理事長 ・学長が、「健康福祉」という言葉を

使用する。この「健康福祉」に「福祉」という言葉が入っている。 この場合の 「福祉」の意味する内

容は何か。

　発言に、「医学部、薬学部、看護学部によって、健康福祉 をめざす」と言われた りする。社会

福祉学専攻の教員が3名 いる、人文社会学部に言及がないところを見ると、ここには社会福祉 と

いう意味はないように見える。また人文社会学部の人間科学科が保育士養成の課程を持っている



こ と、 保 育 は児 童 福 祉 に お い て大 きな ウ エ イ トを 占め る分 野 で あ る。 児 童 福 祉 は言 う まで もな く

社 会 福 祉 を構 成 す る1つ の分 野 で あ る 。

　 こ の こ とか ら、 この 「健 康 福 祉 」の福 祉 に は、社 会福 祉 は含 まれ て い な い と考 え られ る。

　 で は こ の 「福 祉 」は何 を 意 味 して い るの か 。こ の福 祉 は、英 語 の`well-being'の 訳 語 で あ る 「福 祉 」、

意 味 と して は`well-beingと 理 解 す る の が妥 当 の よ うに思 う。

　 受 験 生 向 け の 英 和 辞 典 で は、`well-being'は 、 「健 康 」とい う訳 語 も出 て くる の で い さ さか 厄 介

だが 、RANDOMHOUSE(2nd.1997)で は、`well-being'は 、`a　good　 or　satisfactory　 condition

of　existence'1)と あ り、NOAD(2nd.2005)で は、`an　improvement　 in　the　patient's　well-being'

とい う例 句 が見 られ る。2)

　 この こ とか ら、 こ こで の 「健 康 福 祉 」とは お そ ら く 「良 好 な健康 状 態 」と理解 す るの が 妥 当 と思

わ れ る。 つ ま り、 「良 好 な健 康 状 態 」をめ ざす とい う意 味 で 間 違 い な い で あ ろ う。

　 ち な み に、 人 文社 会 学 部 の 人 間科 学科 には 心 理 学専 攻 の教 員 が4名 い る。 臨床 心 理学 専 攻 を名

乗 っ て い る教 員 は い な い が 、 「良 好 な健 康 状 態 」の 中 に は 、 「心 理 」が 占 め る 割 合 は小 さ い と推 測

され る。 先 の社 会福 祉 学 専 攻 と同 様 に言 及 が ない の で 。

　 もっ と混 乱 す る こ とに な る が 、 もっ と詳 細 に論 じる と、 「健 康 」とい う言 葉 の 意 味 に、 「良好 な

状 態 」とい う意 味 が 含 ま れ て い る とい うこ とで あ る。

　 1951年 のWHO(世 界 保 健 機 構)の 健 康 の定 義 に以 下 の とお り、`Health　 is　a　state　of　complete

physical,　mental　 and　social　well-being　 and　not　merely　 the　absence　 of　disease　or　infirmity'で あ

る。 比 較 的 新 しい訳 で は 、 「健 康 と は、 身 体 的 に も、 精 神 的 に も、 また 社 会 的 に も完 全 な良 好 な

状 態 とい う もの で あ っ て、 単 に病 気 や虚 弱 で な い とい っ た もの で は な い」。3)

　 2)大 学 の 公 表 す る文 書 に、 前 述 の健 康 福 祉 の他 に 、 「健 康 ・福 祉 」とい う記 載 が見 られ た り

す る。

　 「・」は、 「と」を意 味 す るが 、 「健 康 ・福 祉 」は、 「健 康 と良好 な健 康 状 態 」 と理 解 す る と意 味 と

して は お か しい。 で は 、 「健 康 と社 会 福 祉 」で あ ろ うか。 社 会福 祉 と受 け 取 る こ とは 、 前 述 の 社

会福 祉 につ い て の あつ か いか ら、 間違 い と思 わ れ る。

　 附 属 病 院 に、社 会 福 祉 士 資格 を有 す る医療 ソー シ ャル ワー カー が 配 置 され た の は 、昨 年(2008年)

6月 か らで あ る。 そ れ まで は、医 療 ソー シ ャル ワー 力一 は、他 の職 員 が兼 ね て い た。 そ れ 以前 は 、

単 独 で 配 置 され て い た が 、 市 の 職 員 削 減 の 過 程 で 整 理 され 兼 ね る形 で 推 移 して きた 歴 史 が あ る。

　 また 、 社 会 人 経 験 の あ る編 入 学 生 や 大 学 院 生 が 、 「精 神 科 が あ る 附 属 病 院 な の に 、 国家 資 格 の

精 神 保 健 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 は出 して い ない の で す か 」と驚 きを もっ て受 け取 られ る。 ま た、

「看 護 学 部 も あ る の に 、 介 護 福 祉 士 の 資 格 も出 して い な い の で す か 」と疑 問符 をつ け られ て 言 わ

れ る。 さ らに ま た 、社 会福 祉 士 国家 試 験 受 験 資格 を取 得 し よ う と在 学 して い る学 生 た ち か ら、「附

属 病 院 で実 習 で きな い の で す か 」と疑 問が 出 さ れ た りす る。



さらに、今、一部の病院では、病児(病 後)保 育といわれるサービスが取 り組まれてきている。

人文社会学部人間科学科の保育士養成課程は、古くから保育士養成を行ってきた歴史がある。附

属病院は病児保育に取 り組んでいるか。

こうした点から、大学は社会福祉を大いに考えているとは思われない。「健康 と社会福祉」で

はないし、この「健康 ・福祉」は意味不明である。

ちなみに、法人として、大学は、これまでの附属病院に勤務する看護士のための託児所に加えて、

大学の教職員、学生を対象とした託児所 を新設 した。これは、企業福利(occupational welfare)

への配慮 と見 られる。しかし、事業主に義務づけられている少子化対策の取 り組みとしてはどう

だろうか。また、法定の 「企業福利」ではないところの企業福利としては、前出の 「健康福祉」を

めざす大学を理念 とする法人としては、どうだろうか。

2も う1つ の身近な例から

大学に運営交付金を出す名古屋市において見る。市には、健康福祉局 という部局が存在する。

かつては、健康福祉局は、児童福祉部、高齢福祉部、障害福祉部、健康部、病院管理部から構成

されていた。つまり、社会福祉の部門と健康に関係する部門である。前者はさらに以前は、民生

局 と言われていた。健康の部局 と社会福祉の部局の「合わさった」ものが「健康福祉局」である。

先の「・」の記述からすると、「健康 と福祉局」あるいは 「健康 ・福祉局」の名称を使用するのが

本来か らもしれない。

厚生省はかって、援護局の役割が小 さくなったことか ら、社会局 といっしょにして、「社会 ・

援護局」とした。現在の厚生労働省で も「社会 ・援護局」である。内容は、社会局の仕事と援護局

の仕事を担当する部局である。名古屋市はこの使用例に習わず、「健康福祉局」としたと考えら

れる。

ちなみに、名古屋市の健康福祉局については、児童福祉(保 育を含む)は 子 ども青少年局とし

て独立し、病院管理部は、病院局として独立している。他方で、生活福祉部も新設されて、健康

福祉局が構成されている。当初の局の所掌する事業内容から変わっている。局の名称と所掌する

事業内容が重ならない事態になっている。

3マ ス ・メディアでの発言から

昨年(2008年)3月 末の首相や与党幹事長の 「教育や福祉に予算がまわせなくなる」といった発

言の中の 「福祉」とは何か。同じく同年4月 末の道路特定財源の論議での首相や与党幹事長の同

趣旨の発言での「福祉」とは何か。

この場合 の「福祉」の内容は、発言の文脈か ら、都道府県での社会福祉施策と乳幼児医療 と考

えられる。



しか し、「福祉」、「福祉」と連呼されたので、何か別なものや もっと多 くのものが含まれるよ

うな印象 を与えられた。「教育 と福祉」という言い方は良 く用いられる。

この場合の 「教育」は、小中学校 にかかわる教育 と理解 されるが、小中学校の教育なら、本来

無償で提供 されなければいけないので、国の責任 を放棄 しているような発言としてしか理解 しえ

ない。

しかし、もっとおかしなことがある。ガソリン税 とは、揮発税 と地方道路税 を総称しての言い

方であ り、前者が国税で後者は国が課して地方に譲渡する地方譲渡税である。道路整備の特定財

源に充当される目的税である。目的税とは、その税収の使途が特定されている税をさす。

道路整備に充てられる税金の問題に、なぜ教育や社会福祉が出て くるのか。首相や与党幹事長

の発言と同趣旨の発言をした知事たちもいた。つまり、道路整備に充てようとした費用が国から

来ないので、教育や社会福祉に充てる予定にしていた費用をまわすということのようだ。

昨年(2008年)起 きた中国の四川大地震で、小中学校の校舎が倒壊 した と報 じられたため、調

べてみたら、文部科学省の、全国の公立小中学校の校舎の耐震補強のための補助金を、耐震補強

工事の支出にまわしていない地方自治体がいくつかあったということが明らかになった。

こうしたことで想起されるのは、消費税である。昨今消費税の増額がマスコミに頻繁に登場す

ることからも。

消費税の新設や導入の際に、また5%に 増額される際に、「福祉」に使うと言われた。昨今の

増額論議の際にも、「福祉」に使 うと言われている。はたして、消費税法の条文に「福祉」に使 う

と明記されているのか。4>答えは否である。同時に制定 された、税制改革法(昭 和63年12月30日

法107)に 「国及び地方公共団体は、今次の税制改革の趣旨及び方針にかんがみ、福祉の充実に配

慮 しなければならない」(法第5条 ①)と 書かれている。「福祉の充実に配慮」であ り、使途を明確

に定めていない。5)

その 「趣 旨」と「方針」を見ると、もっと曖昧さが増す。趣旨は 「…所得、消費、資産等に対す

る課税を適切に組み合わせることにより均衡のとれた税体系を構築することが、国民生活及び国

民経済の安定と向上を図る上で緊急の課題であることにかんがみ…」(法第2条)で あ り、方針は

「…税体系全体 として税負担の公平に資するため、所得課税を軽減 し、消費に広 く薄く負担を求め、

…国民の公平感をもって納税 し得る税体系の構築を目指 して行われるものとする。」である。

もっとも、消費税にその使途が明記され、社会福祉に使用するとされても、前述の道路特定財

源の例があるので、国会や地方議会に加えて、国民、市民が、本当に法文に明記 されたとおり使

用されているのか、厳 しくチェクしていかなければならないのだろう。

4社 会福祉の略称 としての「福祉」

社会福祉 とは、現代社会に生起する社会生活上の諸問題を解決しようとする社会的活動 と施策



と定 義 され る。6)施 策 の根 拠 は 法律 にあ り、 具 体 的 に は 、児 童福 祉 法 、 老 人 福 祉 法 、 母 子 及 び寡

婦 福 祉 法 等 々 の法 律 に基 づ く。

1960年 代 後 半 か ら、 社 会 福 祉 とい う言 葉 が よ く使 われ る よ うに な っ た。 もっ と も、 一 般 に知 ら

れ た の は、 日本 国 憲 法 第25条 第2項 に 、 「国 は、 す べ て の 生 活 部 面 にお い て、 社 会福 祉 、 社 会 保

障 及 び公 衆 衛 生 の 向上 及 び増 進 に努 め な け れ ば な ら な い」と 明記 さ れ、 そ こに登 場 した か らで あ

る 。

社 会福 祉 の 関係 者 は 、社 会福 祉 を略 して 「福 祉 」と使 い 始 め た 。役 所 の 部 署 と して は 「福 祉 事 務

所 」なの で 「福 祉 」と。名古 屋 市 は 「社 会福 祉 事 務 所 」と言 うが 。業界(社 会福 祉 の 関係 す る行 政 職 員 、

社 会 福 祉 法 人 の 関係 者 、 研 究 者 、 学 生 等)の 関 係 者 で の 「福 祉 」は、 「社 会福 祉 」と了解 さ れ る。

も う一 つ の 「福 祉 」の略 称 は、 「福 祉 国家 」の略 称 と して の 「福 祉 」で あ る。

英 国 の 「福 祉 国 家 」建 設 の 父 と言 わ れ る よ う に な っ た 、 ウ ィ リ ア ム ・ベ ヴ ァ リ ッ ジ(William

Beveridge:1879～1963)は 、 委 員 長 を努 め た 『社 会 保 険 及 び 関連 諸 サ ー ビス に 関す る 関係 各 省

委員 会報 告』(通 称 『ベ ヴ ァ リ ッジ報 告 』)で 、5悪 巨 人 を示 して 、 そ れ らへ の 対 策 に触 れ た。 戦 後

す ぐの総 選 挙 で勝 利 した、 労 働 党 の党 首 ア トリー は 、英 国 の 首相 と して そ れ らの対 策 を 次 々 に立

法 化 した。 そ れ らの施 策 は、所 得保 障 、医療(保 障)、教 育 政 策、住 宅 政 策(都 市 計 画)、雇 用 政 策(完

全 雇 用 政 策 と も)で あ る。 施 策 が 「ゆ りか ごか ら墓 場 まで」整 備 さ れ て い る の で、 「福 祉 国家 」と言

わ れ た 。 この 「福 祉 国家 」の 「福 祉 」を指 して 、 「福 祉 」と使 わ れ る。 そ して この場 合 の 「福 祉 」は 、

上 記 の 施 策 す べ て を指 して い る と理 解 され て い る。 そ う した 施 策 が 完 備 され て い るか ど う か で、

そ の 国 は 「福 祉 国家 」か ど うか と問 わ れ る。 例 え ば 、教 育 政 策 で は、 日本 は小 中学 校 は義 務教 育

と され て い るが 、 学 校 給 食 費 や 通 学 や 教 材 に お 金 が か か る の は、 は た して 、 「福 祉 国家 」な のか 。

とか。 住 宅政 策 で は 、海 外 か ら 「ウサ ギ 小 屋 」と評 され て い る の に、 ほ ん と う に 「福 祉 国 家 」な の

だ ろ う か、 とか で あ る。

お わ り に

「福 祉 」とい う言 葉 は 、多 用 され 、 多 様 な意 味 を含 め て使 用 され る。 耳 障 りの い い言 葉 な の で 、

意 図 的 に、 多 用 され 、 内 容 を曖 昧 に、 受 け手 が 多 様 に(ど う とで も)取 れ る よ う に使 わ れ る こ と

も多 い。 受 け 手 の側 は 、「福 祉 」で使 わ れ る意 味 内 容 を見 極 め て、冷 静 に対 応 しな け れ ば な らな い。
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61現 在の 日本の社会福祉 を`social　welfare'で は な く
、`social　well-beingと 言 う論者 もいる。 また 「ウエル

フ ェアか らウエ ルビーイ ング」とい う人 もい る。 この ことについては、稿 を改めて詳細 に論 じる予 定で

ある。なお言 及は、拙稿 「これか らの社 会福祉の方向」(『名古屋市立大学人文社会学部研 究紀 要』第13号 、

2002年11月 所 収)に 。

(付記 本 稿 は2008年 大 学 主 催 の公 開 講座 で の原 稿 に加 筆 した もので あ る。)


